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   道立中央農業試験場の地方独立行政法人化に関する 

意見書 

 

 道立試験研究機関は設立以来、道内産業の育成と地域の発展、道

民生活の向上に大きく貢献してきましたが、中でも、北海道の基幹

産業である農業は、農業試験場をはじめとする道立試験研究機関と

ともに歩みを進めてきたと言っても過言ではありません。 

 農業を基幹産業とする本町にとっても、食の安全と安心を確保し、

安定した生産体制を築いていくには必要な組織であり、道立試験研

究機関の存在なくして地域の持続的な発展は望めないものと考えま

す。 

 中央農業試験場は、全道の農業試験場の総合調整機関として位置

付けられており、新品種や新技術の開発、バイオテクノロジーの試

験研究等、地域の農業振興を支えていることはもちろん、生産と消

費の結びつきを深めるため、住民に施設の公開の機会を設けるなど、

地域に親しまれる農業試験場として広く知られています。 

 また、農業経営の観点から地元長沼町に対してもグリーンツーリ

ズム事業の分析、リンドウの大量増殖の指導やトマトの病理検査な

ど生産技術の向上にも大きな役割を担ってきているところでありま

す。 

こうした中、北海道は２２ヵ所の道立試験研究機関を一つの地方

独立行政法人によって運営する「道立試験研究機関の改革及び地方

独立行政法人制度導入に関する方針」をまとめ、平成２２年度から

の移行を目指しておりますが、このことは効率的な運営を推進する

あまり採算性を重視し、地域に密着した試験研究ができなくなる恐

れがあるとともに、相談や指導業務、緊急時の対応に支障を来たす

など、住民サービスの低下も危惧され、農業者のみならず消費者に

も大きな影響を及ぼすことが懸念されます。 

 したがって、北海道において、道立試験研究機関の地方独立行政



法人化に向けては、研究機能や住民サービスの低下を招かないよう、

農業従事者、消費者、関係団体、学識経験者及び試験研究機関に関

わる職員など幅広く意見を求め、慎重に検討することを強く要望し

ます。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 
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